
別記様式第３号（第８条関係） 

 

質疑応答書  

令和８年１月２２日 

 

入札件名 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借契約（南・東・西・田沼児童館） 

 

質 問 事 項 回 答 

・仕様書５（３） 

「キャリングケース」とありますが、メーカ

ー純正品とデザインは異なりますが、機能は

同じ（ＡＥＤ本体、予備電極パッド、レスキ

ューキット収納）弊社製のキャリングケース

でもよろしいでしょうか。 

 

・仕様書９（１） 

「保証期間を５年以上有している」とありま

すが、賃貸借契約期間中は、弊社にて、定期

消耗品の期限前交換や使用時の消耗品補充、

万一の際の代替機準備を行います。 

加えてお客様からのご相談やお問合せに対

応できるコールセンター（２４時間３６５

日）があり、必要に応じて弊社担当者が対応

します。 

上記の通り、ＡＥＤが正常に稼働するよう弊

社にて対応しますので、メーカーの保証書は

不要とさせていただいてよろしいでしょう

か。 

 

 

・メーカー純正品同様、ケースの窓からステ

ータスインジケーターの確認が出来るよう

なものであれば問題ありません。 

 

 

 

 

・不要で問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・仕様書１１（３） 

「動産総合保険」とありますが、弊社レンタ

ルサービス内で動産総合保険同等以上を保

証しておりますので、加入は不要でよろしい

でしょうか。 

 

・入札説明書７（３） 

「リース」とありますが、弊社は、ＡＥＤを

含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可

を取得していますので、リース会社を介さず

直接、お貸しする賃貸借契約としてよろしい

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・動産総合保険同等以上の保証であれば、保

険加入の必要はありません。 

 

 

 

 

・問題ありません。 

（注） 

   ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。 


